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保安規定変更認可申請と使用変更許可の対比表（北地区・使用施設） 

保安規定変更申請 使用変更許可 説明 

【第１編 総則】 

第１章 通則 

第１条～第２条（変更なし） 

 

  

（定義） 

第３条 この規定において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

《途中省略》 

 (27) 「キャプセル」とは、キャプセル照射装置の照射試料を組み込んだ容

器をいう。 

(28) 「ＯＳＦ－１キャプセル」とは、インパイルループＯＳＦ－１照射装

置（以下「ＯＳＦ－１照射装置」という。）の炉内管に挿入して照射する

ヘリウム－３出力制御型沸騰水キャプセル照射装置（以下「ＢＯＣＡ照射

装置」という。）の照射試料を組み込んだ容器をいう。 

(29) 「ラビット」とは、水力ラビット照射装置の炉内管に挿入して照射す

る試料を組み込んだ容器をいう。 

(30) 「キャプセル等」とは、キャプセル、ＯＳＦ－１キャプセル及びラビ

ットをいう。 

 

該当なし 使用変更許可では

定義について記載

がないため該当し

ない。 

第４条～第４条の２ （変更なし） 

第２章 管理体制 

第１節 組織及び職務 

第５条 （変更なし） 

 

  

（職務） 

第５条の２ 使用施設等の保安に関する各職位と職務は次のとおりとする。 

 

《途中省略》 

 

 (26) 計画管理課長は、材料試験炉部長が行う統括に関する業務の補佐及

びＪＭＴＲキャプセル等審査委員会の庶務に関する業務を行う。 

該当なし 使用変更許可では

各課室の職務につ

いて記載がないた

め該当しない。 
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保安規定変更申請 使用変更許可 説明 

 (27) 技術課長は、ＪＭＴＲに係る核燃料物質及びキャプセル等の所在管

理に関する業務、キャプセル等の設計、製作に関する業務、核燃料管理者

として照射設備により照射する未照射していない核燃料物質（ＪＭＴＲの

中性子束測定用の核分裂計数管を除く。）の管理及び使用済核燃料物質の

貯蔵に係る照射していない核燃料物質として取り扱っても被ばく管理上

問題のない照射した核燃料物質の管理に関する業務を行う。 

 (28) 原子炉課長は、施設管理者としてＪＭＴＲ本体施設（照射課長が所

掌する設備等照射準備室を除く。）の使用及び保守に関する業務並びに特

定施設の運転及び保守に関する業務を行う。また、核燃料管理者としてＪ

ＭＴＲの中性子束測定用の核燃料物質核分裂計数管の管理に関する業務

及びキャプセル等の検査に関する業務を行う。 

 (29) 照射課長は、キャプセル等の照射及び保管に関する業務、施設管理

者としてＪＭＴＲ本体施設のうち照射設備の運転及び保守並びに照射準

備室の使用に関する業務、核燃料管理者として照射設備により照射した照

射済核燃料物質（ＪＭＴＲの中性子束測定用の核分裂計数管を除く。）の管

理に関する業務を行う。 

 (30) ホットラボ課長は、施設管理者としてホットラボ本体施設の使用及

び保守並びに特定施設の運転及び保守に関する業務、核燃料管理者として

ホットラボに係る核燃料物質の管理に関する業務を行う。 

 (31) 廃止措置準備室長は、ＪＭＴＲ及びホットラボの廃止の計画に係る業

務を行う。 

《以下省略》 

 

第２節 核燃料取扱主務者 

第６条（変更なし） 

 

  

（核燃料取扱主務者の職務） 

第６条の２ 核燃料取扱主務者は、使用施設等に関する保安の監督を誠実に行

うことを任務とし、その職務は次のとおりとする。 

 (1) 使用施設等に関し保安上必要な場合には、所長に対して意見を具申す

る。 

 (2) 使用施設等に関し保安上必要な場合には、助言、勧告又は指示をする。 

該当なし 使用変更許可では

核燃料取扱主務者

の職務について記

載がないため該当

しない。 
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保安規定変更申請 使用変更許可 説明 

 (3) 法及び法に関係する規則類（以下「法令」という。）に基づく定期報告

を確認する。 

 (4) 第３５条の保安に関する業務報告を確認する。 

(5) 第３４条第２項に該当する原因調査に参画し報告書を確認する。 

 (6) 保安教育基本計画を確認する。 

 (7) 使用施設等安全審査委員会及びＪＭＴＲキャプセル等審査委員会に原

則として出席する。 

 (8) 所長が定める使用施設等に関する保安上必要な規則等の制定、改定及

び廃止に参画する。 

 

第６条の３（変更なし） 

     第３節 委員会 

第７条～第７条の２ （変更なし） 

  

 （使用施設等安全審査委員会の審議事項） 

第８条 使用施設等安全審査委員会は、所長の諮問を受け、次の各号に掲げる

事項について審議する。 

 (1) 本規定の改定及び廃止に関する事項 

 (2) 使用施設等の運転及び保守に関する保安上重要な事項 

 (3) 核燃料物質等の取扱いに関する保安上重要な事項 

 (4) 放射性廃棄物の管理及び放射線管理に関する保安上重要な事項 

 (5) 使用施設等の設置及び変更の許可に関する事項 

 (6) ＪＭＴＲキャプセル等設計基準及びＪＭＴＲキャプセル等検査基準の

改定及び廃止に関する事項 

 (67) その他、所長が諮問する事項 

２ 使用施設等安全審査委員会は、前項各号に掲げる事項について、所長に答

申する。 

３ 所長は、前項の答申を尊重する。 

 

該当なし 使用変更許可では

使用施設等安全審

査委員会の審議事

項について記載が

ないため該当しな

い。 

第９条～第１０条 （変更なし）   
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保安規定変更申請 使用変更許可 説明 

（ＪＭＴＲキャプセル等審査委員会の設置及び構成） 

第１１条 所長は、大洗研究所にＪＭＴＲキャプセル等審査委員会を設置する。 

２ ＪＭＴＲキャプセル等審査委員会は、核燃料取扱主務者のほか、所長が指

名した委員をもって構成し、委員長は、委員の中から所長が指名したものが

あたる。 

３ ＪＭＴＲキャプセル等審査委員会は、必要に応じ、専門部会を設けること

ができる。 

削除 

 

該当なし 使用変更許可では

JMTR キャプセル等

審査委員会の設置

及び構成について

記載がないため該

当しない。 

（ＪＭＴＲキャプセル等審査委員会の審議事項） 

第１２条 ＪＭＴＲキャプセル等審査委員会は、所長の諮問を受け、次の各号

に掲げる事項について審議する。 

(1) キャプセル等の炉心配置の安全性 

(2) キャプセル等の安全性 

２ ＪＭＴＲキャプセル等審査委員会は、前項各号に掲げる事項について、所

長に答申する。 

３ 所長は、前項の答申を尊重する。 

削除 

 

該当なし 使用変更許可では

JMTR キャプセル等

審査委員会の審議

事項について記載

がないため該当し

ない。 

第１２条の２～第３５条 （変更なし） 

 

  

 

別表第１  対象使用施設等（第２条、第５条の２関係） 

第１欄 第２欄 第３欄 第４欄 第５欄 

使用施

設等 

施設区分 廃棄物

移送設

備 

放射線管理施設 

本体施設 特定施設 屋内管

理用放

 

屋外管

理用放

 

 

7. 核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備 

7.1 使用施設の位置 

（省略） 

(2) 居室実験室建家 

居室実験室建家は、鉄筋コンクリートラーメン構造２階建の構築物であり、原子

炉建家東側に設けられるエアロック通路によって原子炉建家とつながり、北西

端は照射準備室建家とつながっている。本建家１階の北西端にはＸ線装置室、

南隅にはホット実験室及び放射線管理室を設ける。 

Ｘ線装置室ではキャプセル等の検査を行う。 

（省略） 

使用変更許可では

Ｘ線装置室、照射設

備、キャプセル運搬

台車及び切断装置

は削除されている

ため齟齬はない。 
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ＪＭＴ

Ｒ 

(1) 使用施設 

①  原子炉建家 

② 居室実験

室建家 

(ｱ)  Ｘ線装置室 

(ｲｱ)  ホット実験室 

(ｳｲ)  放射線管理室 

③  照射準備室建家 

④  使用設備 

(ｱ) 照射設備（キャプ

セル運搬台車、切

断装置及びハンド

リングツールを含

む。） 

(ｲｱ) 放射線管理設備

のうちプロセスモ

ニタ 

(ｳｲ)  その他の使用設

備（ハンドリングツー

ルを含む。） 

(2) 貯蔵施設 

(3) 液体廃棄施設 

①  第１排水系貯槽 

②  第２排水系貯槽 

③  第３排水系貯槽 

④  第４排水系貯槽 

(1) 使用施

設 

①  機械室

建家 

②  使用設

備 

(ｱ)  電源

設備 

(ｲ)  消火

設備 

(2) 気体廃

棄施設 

(3) 液体廃

棄施設 

①  タンク

ヤード 

②  ホット

機械室 

(1) 廃

液輸

送管 

(2) 廃

液移

送容

器 

 

第 ５ 編

別表第 

１ ３ ７

及 び 別

表 第 １

４ ８ に

掲 げ る

放 射 線

測 定 機

器 

第 ２ 編

別表第 

１ ３ に

掲 げ る

放 射 線

測 定 機

器 

 

7.2 使用施設の構造 

使用施設の名称 構造 床面積 設計仕様 

原子炉建家 （省略） （省略） （省略） 

原子炉建家２階 

原子炉制御室 

（省略） （省略） 

原子炉建家１階 

各照射設備機器等設

置スペース 

ＣＦ制御室 

ＣＦ室 

（省略） （省略） 

原子炉建家地下１階 

各照射設備機器等設

置スペース 

（省略） 

原子炉建家地下２階 

低圧配電盤、ダクトス

ペース等 

（省略） 

原子炉建家地下３階 

各照射設備機器等設

置スペース 

（省略） 

炉プール （省略） （省略） （省略） 

カナル （省略） （省略） （省略） 

居室実験室建家 （省略） （省略）  

ホット実験室 （省略） 

放射線管理室 （省略） 

Ｘ線装置室 （省略） 

照射準備室建家 （省略） （省略） （省略） 

機械室建家 （省略） （省略） （省略） 
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保安規定変更申請 使用変更許可 説明 

ホット

ラボ 

(1) コンクリート№１

～８セル 

(2) 顕微鏡鉛№１～４

セル 

(3) №３カナル 

(4) ホットモックアッ

プ室 

(5) その他特定施設以

外の設備 

(1) 電源設

備 

(2) 液体廃

棄設備 

(3) 気体廃

棄設備 

(4) 空気圧

縮設備 

 第 ６ 編

別表第 

１ ４ 及

び 別 表

第 １ ５

に 掲 げ

る 放 射

線 測 定

機器 

燃料研

究棟 
(1) グローブボックス

等の使用施設 

(2) 核燃料貯蔵施設 

(3) その他特定施設以

外の設備 

(1) 電源設

備 

(2) 空気圧

縮設備 

(3) 気体廃

棄設備 

(4) 液体廃

棄設備 

(1) 廃

液輸

送管 

第 ７ 編

別表第 

１ ０ 及

び 別 表

第 １ １

に 掲 げ

る 放 射

線 測 定

機器 

 

7.3 使用施設の設備 

使用設備の名称 個数 仕様 

照射設備 

キャプセル照射装置 

 

1式 

（省略） 

（省略） 

水力ラビット照射装置 1基 （省略） 

OSF-1照射装置 1基 （省略） 

BOCA照射装置 1基 （省略） 

その他の設備 

（省略） 

切断装置 

ハンドリングツール

キャプセル運搬台車 

（省略） 

 

（省略） 

2基 

1式 

1台 

（省略） 

 

（省略） 

（省略） 

（省略） 

（省略） 

（省略） 
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保安規定変更申請 使用変更許可 説明 

ＨＴＴ

Ｒ 

(1) 新燃料組立検査室 

(2) 使用済燃料検査室

（Ｉ） 

(3) 燃料交換機メンテ

ナンスピット 

(4) 貯蔵施設 

①  貯蔵棚 

②  貯蔵セル 

③  貯蔵プール 

④  照射物貯蔵ピット 

(5) 核燃料物質取扱設

備 

(6) その他特定施設以

外の設備 

(1) 電気施

設（非常用

電源設備） 

(2) 廃棄施

設 

① 気体廃棄

物の廃棄

施設 

② 液体廃棄

物の廃棄

設備 

③ 原子炉建

家換気空

調設備 

④ 非常用空

気浄化設

備 

 第８編

別表第 

８及び

別表第 

９に掲

げる放

射線測

定機器 

廃液輸送管は、ＪＭＴＲについてはタンクヤードから廃棄物管理施設の受入

れ施設まで（この系統を「ＪＭＴＲ系統」という。）、燃料研究棟について

は液体廃棄設備から廃棄物管理施設の受入れ施設まで（この系統を「燃料研

究棟系統」という。）をいう。ＪＭＴＲの廃液移送容器を装備した車両を、

廃液運搬車といい、ＨＴＴＲの廃液運搬にも使用する。 

 

 

別表第２  施設管理者一覧（第３条関係） 

施設名 施設区分 施設管理者 

(1)  ＪＭＴＲ 照射準備室建家 照射課長 

照射設備 

該当なし 使用変更許可では

施設管理者につい

て記載がないため

該当しない。 
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保安規定変更申請 使用変更許可 説明 

廃棄物移送設備 廃棄物管理課長 

放射線管理施設 放射線管理第２課

長 

Ｘ線装置室 原子炉課長 

ホット実験室 

その他上記以外の本体施設及び特定施

設 

(2)  ホットラ

ボ 

本体施設及び特定施設 ホットラボ課長 

放射線管理施設 放射線管理第２課

長 

(3)  燃料研究

棟 

本体施設及び特定施設 燃料研究施設保全

課長 

廃棄物移送設備 廃棄物管理課長 

放射線管理施設 放射線管理第２課

長 

(4)  ＨＴＴＲ 原子炉建家（新燃料組立検査室を除

く。） 

ＨＴＴＲ運転管理

課長 

新燃料組立検査室 ＨＴＴＲ技術課長 

放射線管理施設 放射線管理第２課

長 

 

 

別表第３  管理区域管理者一覧（第３条関係） 

施設名 管理区域区分 管理区域管理者 

(1)  ＪＭＴＲ 照射制御室 照射課長 

照射準備室 

放射線管理室 放射線管理第２課

長 

ホット実験室 原子炉課長 

Ｘ線装置室 

測定室 

燃料管理室 

ＪＭＴＲ炉室その他上記以外の区域 

(2)  ホットラボ ホットラボ課長 

該当なし 使用変更許可では

管理区域管理者に

ついて記載がない

ため該当しない。 
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保安規定変更申請 使用変更許可 説明 

(3)  燃料研究棟 燃料研究施設保全

課長 

(4)  ＨＴＴＲ 原子炉建家（新燃料組立検査室を除

く。） 

ＨＴＴＲ運転管理

課長 

新燃料組立検査室 ＨＴＴＲ技術課長 

 

 

別表第１１（１）核燃料物質の使用等に関する記録（第３３条関係） 

 核燃料物質の使用等に関する規則第２条の１１に定める記録 

（条番号整理のみのため省略） 

  

別表第１１(２)  その他の記録（第３３条関係） 

記録事項 記録すべき

場合 

記録責任

者 

保存責任

者 

保存期間 

１．委員会に関する記録             

(ｲ)使用施設等安全審査委

員会の審議案件名及び出

席者名 

(ﾛ)ＪＭＴＲキャプセル等

審査委員会の審査案件名

及び出席者名 

 

２．下部規則等の記録               

(ｲ)所長が定める下部規則

等の制定、改正の内容及

び時期 

(ﾛ)施設管理統括者が定め

る下部規則等の制定、改

正の内容及び時期 

 

開催の都度 

 

 

開催の都度 

 

 

 

 

その都度 

 

 

その都度 

 

保安管理

部長 

 

計画管理

課長 

 

 

 

所長 

 

 

施設管理

統括 

者 

 

保安管理

部長 

 

計画管理

課長 

 

 

 

所長 

 

 

施設管理

統括 

者 

 

３年間 

 

 

３年間 

 

 

 

 

規則等の存

続する 

間 

規則等の存

続する 

間 

 

 

 

 

 

該当なし 使用変更許可では

JMTR キャプセル等

審査委員会の記録

について記載がな

いため該当しない。 
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保安規定変更申請 使用変更許可 説明 

別図第１ 使用施設等の管理組織（第５条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共通編 添付書類4  

第１図 大洗研究所（北地区）の使用施設等の保安管理組織図（政令第41条関係)

に記載されている。 

令和 3年 6月 4日に

JMTR キャプセル等

審査委員会の削除

を申請した。 

別図第２～別図第３（変更なし）   

【第２編 放射線管理】 

    第１章 管理区域等の管理 

     第１節 管理区域等 
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保安規定変更申請 使用変更許可 説明 

第１条～第３１条 （変更なし） 

第４章 放射線管理設備等の管理 

第３１条の２～第３１条の６ （変更なし） 

（放射線測定機器の管理） 

第３２条 放射線管理第２課長は、第５編第３３３１条、第６編第２３条、第

７編第２４条及び第８編第２４条に規定する放射線測定機器を備えつける。 

２ 放射線管理第２課長は、前項に規定する放射線測定機器を毎週１回巡視す

る。ただし、使用施設等における作業が１週間以上連続して停止される場合

において、当該測定機器による監視を必要としないときは、この限りでない。

この場合にあっても、毎月１回巡視する｡ 

３ 環境監視線量計測課長は、別表第１３に掲げる放射線測定機器を備えつけ

る。 

４  環境監視線量計測課長は、前項に規定する放射線測定機器について設備保

全整理表に定めるところにより年１回の点検を行う。 

５ 環境監視線量計測課長は、前項の結果について、放射線管理部長に報告す

る。 

 

  

【第５編 ＪＭＴＲの管理】 

第１章 通則 

（定義） 

第１条 この編において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ、当該各

号に定めるところによる。 

 (1)  「未照射核燃料物質」とは、照射施設において照射しようとする核燃

料物質、ＪＭＴＲ原子炉施設において中性子束の測定に使用しようとする核

燃料物質及び使用済核燃料物質として貯蔵する（使用する前の中性子束測定

用の核分裂計数管を含む。）及び照射していない核燃料物質として取り扱っ

ても被ばく管理上問題のない照射した核燃料物質をいう。 

 (2) 「照射済核燃料物質」とは、照射施設において照射した核燃料物質及び

（ＪＭＴＲ原子炉施設において中性子束の測定に使用した核燃料物質中性子

束測定用として使用を終了した核分裂計数管を含む。）をいう。 

 (3) 「炉内」とは、ＪＭＴＲ原子炉施設の原子炉容器内の全域をいう。 

 (4) 「基準水位」とは、炉プール、及びカナル、ＳＦＣプール及びＣＦプー

ルの水位について、それぞれの水位尺の０ｍｍの水位をいう。 

該当なし 

 

使用変更許可では

定義について記載

がないため該当し

ない。 
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保安規定変更申請 使用変更許可 説明 

（要員の配置） 

第２条 技術課長、原子炉課長及び照射課長は、核燃料物質について使用、運

搬、貯蔵に伴う取り扱い（以下、この編において「取扱作業」という。）を行

う場合及び照射課長にあっては照射設備の運転操作を行う場合は、それぞれ、

所管する施設の保安に必要な要員を配置する。 

２ 原子炉課長は、前項の作業のために特定施設の運転が必要な場合は、特定

施設の保安に必要な要員を配置する。 

 

 

該当なし 使用変更許可にお

いて要員の配置に

係る記載がないた

め該当しない。 

（手引の作成） 

第３条 材料試験炉部長は、ＪＭＴＲ使用施設等に関して、次の各号に掲げる

事項について定めた手引を作成する。 

(1) 核燃料物質の使用、受入及び貯蔵に関する事項 

(2) 別表第１に掲げる特定施設の運転操作に関する事項 

(3) 巡視及び点検に関する事項 

(4) 異常時の措置に関する事項 

２ 材料試験炉部長は、前項の手引を定めるときは、核燃料取扱主務者の同意

を得る。これを変更しようとする場合も同様とする。 

３ 材料試験炉部長は、第１項の手引を作成した場合又は変更した場合は、所

長及び環境センター長に報告する。 

 

該当なし 使用変更許可にお

いて手引の作成に

係る記載がないた

め該当しない。 

（年間使用計画） 

第４条 材料試験炉部長は、毎年度、当該年度に先立ち、次の各号に掲げる事

項を明らかにしたＪＭＴＲ使用施設等の年間使用計画（以下この編において

「年間使用計画」という。）を作成し、環境センター長の承認を得る。これを

変更しようとする場合も、同様とする。 

(1) 使用の目的 

(2) 使用の予定期間 

(3) 使用する核燃料物質の種類、性状及び量 

(4) 取扱い方法の概略 

(5) 定期事業者検査の予定期間 
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保安規定変更申請 使用変更許可 説明 

(6) 第１８１９条第２項に定める修理及び改造をする施設、設備、機器等の

名称及び予定期間 

(7) 核燃料使用規則第２条の１１の７第７号の規定に基づく特別な措置を

講ずる場合は、その予定期間及び内容 

２ 環境センター長は、前項の承認をしようとする場合は、核燃料取扱主務者

の同意を得る。 

３ 材料試験炉部長は、第１項の承認を得た場合は、所長に報告するとともに、

技術課長、原子炉課長、照射課長及び放射線管理第２課長に通知する。 

 

 

第５条～第６条 （変更なし） 

 

  

 

第２章 使用の管理 

第１節 使用上の制限 

（使用上の制限） 

第７条 技術課長、原子炉課長及び照射課長は、核燃料物質の使用等を行う場

合は、別表第３に掲げる使用上の制限値を超えないことを確認する。 

 

 

 

7. 核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備 

7.3 使用施設の設備 

使用設備の名称 個数 仕様 

照射設備 

キャプセル照射装置 

 

1式 

（省略） 

（省略） 

水力ラビット照射装置 1基 （省略） 

OSF-1照射装置 1基 （省略） 

BOCA照射装置 1基 （省略） 

その他の設備 

（省略） 

切断装置 

ハンドリングツール

キャプセル運搬台車 

（省略） 

 

（省略） 

2基 

1式 

1台 

（省略） 

 

（省略） 

（省略） 

（省略） 

（省略） 

（省略） 

 

 

 

使用変更許可にお

いて照射設備を削

除したため齟齬は

ない。 
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保安規定変更申請 使用変更許可 説明 

第２１節 使用上の条件 

（照射設備の警報の作動条件） 

第８条 照射課長は、照射設備について、使用実施計画で定めるところにより

各照射設備の警報を設定する。ただし、核燃料取扱主務者の同意を得た場合

は、これを変更し、又は解除することができる。 

 

7. 核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備 

7.3 使用施設の設備 

使用設備の名称 個数 仕様 

照射設備 

キャプセル照射装置 

 

1式 

（省略） 

（省略） 

水力ラビット照射装置 1基 （省略） 

OSF-1照射装置 1基 （省略） 

BOCA照射装置 1基 （省略） 

その他の設備 

（省略） 

切断装置 

ハンドリングツール

キャプセル運搬台車 

（省略） 

 

（省略） 

2基 

1式 

1台 

（省略） 

 

（省略） 

（省略） 

（省略） 

（省略） 

（省略） 

 

 

使用変更許可にお

いて照射設備を削

除したため齟齬は

ない。 

（負圧の維持） 

第９７条 原子炉課長は、別表第５４に掲げるところにより負圧を維持する。

ただし、課長の依頼により核燃料取扱主務者の同意を得て、給排気系統を停

止する場合はこの限りでない。 

 

 

  

 

（カナル等の水位の維持） 

第１０８条 原子炉課長は、炉プール、及びカナル及びＳＦＣプールに核燃料

物質を貯蔵している場合、炉プールにおいては基準水位より５４００ｍｍ以

上、カナル及びＳＦＣプールにおいては基準水位より５０ｍｍ以上、水位を

低下させないように努める。 

２ 原子炉課長は、周辺の線量当量率を考慮し、放射線被ばくの防護措置を講

じた上で、核燃料取扱主務者の同意を得た場合は、前項の定めにかかわらず

水位を変更できる。 

 

7. 核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備 

7.2 使用施設の構造 

使用施設の名称 構造 床面積 設計仕様 

原子炉建家 （省略） （省略） （省略） 

原子炉建家２階 

原子炉制御室 

（省略） （省略） 

原子炉建家１階 

各照射設備機器等設

置スペース 

ＣＦ制御室 

（省略） （省略） 

使用変更許可の記

載に合わせ炉プー

ル及びカナルに変

更したため齟齬は

ない。 
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保安規定変更申請 使用変更許可 説明 

ＣＦ室 

原子炉建家地下１階 

各照射設備機器等設

置スペース 

（省略） 

原子炉建家地下２階 

低圧配電盤、ダクトス

ペース等 

（省略） 

原子炉建家地下３階 

各照射設備機器等設

置スペース 

（省略） 

炉プール （省略） （省略） （省略） 

カナル （省略） （省略） （省略） 

居室実験室建家 （省略） （省略）  

ホット実験室 （省略） 

放射線管理室 （省略） 

Ｘ線装置室 （省略） 

照射準備室建家 （省略） （省略） （省略） 

機械室建家 （省略） （省略） （省略） 
 

 

（カナル等の水質の維持） 

第１１９条 原子炉課長は、炉プール、及びカナル及びＳＦＣプールの水質を

別表第６５に掲げる値に維持するよう努める。 

 

7. 核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備 

7.2 使用施設の構造 

使用施設の名称 構造 床面積 設計仕様 

原子炉建家 （省略） （省略） （省略） 

原子炉建家２階 

原子炉制御室 

（省略） （省略） 

原子炉建家１階 

各照射設備機器等設

置スペース 

ＣＦ制御室 

ＣＦ室 

（省略） （省略） 

原子炉建家地下１階 （省略） 

使用変更許可の記

載に合わせ炉プー

ル及びカナルに変

更したため齟齬は

ない。 
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保安規定変更申請 使用変更許可 説明 

各照射設備機器等設

置スペース 

原子炉建家地下２階 

低圧配電盤、ダクトス

ペース等 

（省略） 

原子炉建家地下３階 

各照射設備機器等設

置スペース 

（省略） 

炉プール （省略） （省略） （省略） 

カナル （省略） （省略） （省略） 

居室実験室建家 （省略） （省略）  

ホット実験室 （省略） 

放射線管理室 （省略） 

Ｘ線装置室 （省略） 

照射準備室建家 （省略） （省略） （省略） 

機械室建家 （省略） （省略） （省略） 
 

第３２節 作業上の確認 

（重要な設備等の操作） 

第１２１０条 原子炉課長及び照射課長は、別表第１に掲げる保安上重要な設

備等の操作については、第３条第１項の手引に定めるところによりこれを行

う。 

 

 

7. 核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備 

7.3 使用施設の設備 

使用設備の名称 個数 仕様 

照射設備 

キャプセル照射装置 

 

1式 

（省略） 

（省略） 

水力ラビット照射装置 1基 （省略） 

OSF-1照射装置 1基 （省略） 

BOCA照射装置 1基 （省略） 

その他の設備 

（省略） 

切断装置 

ハンドリングツール

キャプセル運搬台車 

（省略） 

 

（省略） 

2基 

1式 

1台 

（省略） 

 

（省略） 

（省略） 

（省略） 

（省略） 

（省略） 
 

使用変更許可にお

いて照射設備を削

除したため齟齬は

ない。 
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保安規定変更申請 使用変更許可 説明 

（使用開始前点検） 

第１３条 照射課長は、照射設備において核燃料物質を使用して照射試験を行

おうとする場合は、別表第７に掲げるところにより使用する装置ごとの点検

を行うとともに、第２条第２項に基づき運転している特定施設が正常な状態

であることを原子炉課長に確認する。 

 

 

7. 核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備 

7.3 使用施設の設備 

使用設備の名称 個数 仕様 

照射設備 

キャプセル照射装置 

 

1式 

（省略） 

（省略） 

水力ラビット照射装置 1基 （省略） 

OSF-1照射装置 1基 （省略） 

BOCA照射装置 1基 （省略） 

その他の設備 

（省略） 

切断装置 

ハンドリングツール

キャプセル運搬台車 

（省略） 

 

（省略） 

2基 

1式 

1台 

（省略） 

 

（省略） 

（省略） 

（省略） 

（省略） 

（省略） 

 

 

使用変更許可にお

いて照射設備を削

除したため齟齬は

ない。 

 

（巡視） 

第１４１１条 照射課長は、照射設備において核燃料物質を使用して照射試験

を行っている場合は、別表第１に掲げる照射設備の保安上重要な設備等を１

日１回以上、巡視する。 

 なお、使用しない設備等については、これを省略することができる。 

２ 原子炉課長は、第２条第２項に基づき特定施設を運転している場合は、別

表第１に掲げる特定施設の保安上重要な設備等を監視するとともに、１日１

回以上巡視する。 

 

 

7. 核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備 

7.3 使用施設の設備 

使用設備の名称 個数 仕様 

照射設備 

キャプセル照射装置 

 

1式 

（省略） 

（省略） 

水力ラビット照射装置 1基 （省略） 

OSF-1照射装置 1基 （省略） 

BOCA照射装置 1基 （省略） 

その他の設備 

（省略） 

切断装置 

ハンドリングツール

キャプセル運搬台車 

（省略） 

 

（省略） 

2基 

1式 

1台 

（省略） 

 

（省略） 

（省略） 

（省略） 

（省略） 

（省略） 

 

 

使用変更許可にお

いて照射設備を削

除したため齟齬は

ない。 
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保安規定変更申請 使用変更許可 説明 

（使用停止後点検） 

第１５条 照射課長は、前条第１項の照射試験を停止した場合は、別表第８に

掲げるところにより点検する。 

 

7. 核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備 

7.3 使用施設の設備 

使用設備の名称 個数 仕様 

照射設備 

キャプセル照射装置 

 

1式 

（省略） 

（省略） 

水力ラビット照射装置 1基 （省略） 

OSF-1照射装置 1基 （省略） 

BOCA照射装置 1基 （省略） 

その他の設備 

（省略） 

切断装置 

ハンドリングツール

キャプセル運搬台車 

（省略） 

 

（省略） 

2基 

1式 

1台 

（省略） 

 

（省略） 

（省略） 

（省略） 

（省略） 

（省略） 

 

 

使用変更許可にお

いて照射設備を削

除したため齟齬は

ない。 

第３章 保守管理 

 （計画停電時の措置） 

第１６１２条 原子炉課長及び照射課長は、計画停電のつど、ＪＭＴＲ施設の

保安措置を検討し、材料試験炉部長の承認及び核燃料取扱主務者の同意を得

て、これを行う。 

 

該当なし 使用変更許可では

計画停電時の措置

について記載がな

いため該当しない。 

（施設管理目標の策定） 

第１６１２条の２ （変更なし） 

 

（施設管理の重要度が高い系統に対する定量的な目標の策定） 

第１６１３条の３ （変更なし） 

 

（施設管理実施計画等の策定） 

第１６１５条の４ （変更なし） 

 

（保全活動の実施） 
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保安規定変更申請 使用変更許可 説明 

第１６条の５ （変更なし） 

 

（保全活動の有効性評価及び改善） 

第１６１７条の６ （変更なし） 

 

 （定期事業者検査） 

第１７１８条 （変更なし） 

 

 

 （修理及び改造） 

第１８１９条 照射課長は照射設備照射準備室について、原子炉課長は本体施

設（照射設備照射準備室を除く。）及び特定施設について、修理及び改造が必

要と認めた場合は、修理及び改造を行うことができる。 

２ 照射課長は照射設備照射準備室について、原子炉課長は本体施設（照射設

備照射準備室を除く。）及び特定施設について、修理及び改造を行おうとする

場合において、その修理及び改造が使用前事業者検査の対象である場合は、

次の各号に掲げる事項を明らかにした修理及び改造計画を作成し、材料試験

炉部長の同意を得る。 

(1) 修理及び改造をする施設、設備、機器等の名称 

(2) 修理及び改造の内容 

(3) 担当者の氏名 

(4) 予定期間 

３ 材料試験炉部長は、前項の同意をした場合は、環境センター長の確認を受

けたのちに、所長の承認を得る。これを変更しようとする場合も、同様とす

る。 

４ 所長は前項の承認を行おうとする場合は、核燃料取扱主務者の同意を得る。 

５ 照射課長は、第３項の承認を得た場合は、原子炉課長及び放射線管理第２

課長に通知する。 

６ 原子炉課長は、第３項の承認を得た場合は、照射課長及び放射線管理第２

課長に通知する。 

7. 核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備 

7.3 使用施設の設備 

使用設備の名称 個数 仕様 

照射設備 

キャプセル照射装置 

 

1式 

（省略） 

（省略） 

水力ラビット照射装置 1基 （省略） 

OSF-1照射装置 1基 （省略） 

BOCA照射装置 1基 （省略） 

その他の設備 

（省略） 

切断装置 

ハンドリングツール

キャプセル運搬台車 

（省略） 

 

（省略） 

2基 

1式 

1台 

（省略） 

 

（省略） 

（省略） 

（省略） 

（省略） 

（省略） 

 

 

 

 

使用変更許可にお

いて照射設備を削

除したため齟齬は

ない。 

 （使用前事業者検査） 

第１８２０条の２ （変更なし） 
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保安規定変更申請 使用変更許可 説明 

 （保守結果の通知等） 

第１９２１条 原子炉課長及び照射課長は、第１７１８条の定期事業者検査を

終了した場合は、その結果を材料試験炉部長に報告する。原子炉課長が放射

線管理第２課長より放射線管理施設に係る定期事業者検査の結果の通知を受

けた場合も、同様とする。 

２ 放射線管理第２課長は、第１７１８条の定期事業者検査を終了した場合は、

その結果を放射線管理部長に報告するとともに、原子炉課長に通知する。 

３ 原子炉課長及び照射課長は、第１８１９条第２項の修理及び改造計画に基

づく作業並びに第１８２０条の２の使用前事業者検査を終了した場合は、そ

の結果を材料試験炉部長に報告する。原子炉課長が第２編第３４条第５項の

定めにより放射線管理施設に係る修理及び改造計画に基づく作業並びに第２

編第３４条の２の使用前事業者検査の終了結果の通知を受けた場合も、同様

とする。 

４ 原子炉課長は、第１項及び前項の報告をする場合は、照射課長及び放射線

管理第２課長に通知する。ただし、放射線管理第２課長により通知を受けた

場合は、放射線管理第２課長への通知を省略できる。 

５ 照射課長は、第１項及び第３項の報告をする場合は、原子炉課長及び放射

線管理第２課長に通知する。 

６ 材料試験炉部長は、第１項及び第３項の報告を受けた場合は、核燃料取扱

主務者に通知するとともに、所長及び環境センター長に報告する。 

 

  

 

第４章 核燃料物質の管理 

（年間予定使用量） 

第２０２２条 核燃料管理者は、核燃料物質を受け入れる場合は、次の各号に

掲げるところにより、別表１２第６に掲げる年間予定使用量を超えないこと

について、技術課長の確認を得た後、行う。 

(1) いかなる時点においても、受け入れようとする核燃料物質の量と在庫量

との和が年間予定使用量（最大存在量）を超えないこと。 

(2) １年間に受け入れる核燃料物質の量が年間予定使用量(延べ取扱量)を

超えないこと。 
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保安規定変更申請 使用変更許可 説明 

（未照射核燃料物質の受入れ検査） 

第２１条 核燃料管理者は、未照射核燃料物質を受け入れる場合は、次の各号

に掲げる事項について、受入れ検査を行う。ただし、被覆されていない核燃

料物質の受入れにあたっては、第２号に掲げる事項についての検査を除くも

のとする。 

(1) 核燃料物質の種類及び量 

(2) 表面汚染の測定 

(3) 外観及び寸法の検査 

(4) 核燃料物質の性状が固体であることの確認 

 

 

7. 核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備 

7.1 使用施設の位置 

（省略） 

(3) 照射準備室建家 

照射準備室建家は、居室実験室建家の北西端から西に延びた建家であり、原子炉

建家の北側に位置し、トラック通路によってつながっている。 

照射準備室建家では、未照射の核燃料物質の受入れ作業を行う。 

図7.1-12に照射準備室建家平面図を示す。 

（以下省略） 

 

使用変更許可にお

いて未照射核燃料

物質の受入れにつ

いて記載を削除し

たため齟齬はない。 

（核燃料物質の貯蔵） 

第２２２３条 核燃料管理者は、核燃料物質を貯蔵する場合は、別表第４３に

掲げる貯蔵施設で行い、かつ、設備ごとに同表に掲げる種類の核燃料物質以

外の核燃料物質を貯蔵し、又はない。また、同表に掲げる核的制限値を超え

て貯蔵しない。 

２ 核燃料管理者は、核燃料物質を貯蔵した場合は、別表第４３に掲げる場所又

は設備ごとに核的制限値を表示する。 

３ 核燃料管理者は、第１編第４条の２に規定する核燃料物質の取扱いに関す

る管理基準に基づき核燃料物質の貯蔵の記録（使用履歴を含む。）を作成し、

管理する。 

４ 核燃料管理者は、第１編第４条の２に規定する核燃料物質の取扱いに関す

る管理基準に基づき核燃料物質を貯蔵した容器の定期点検を行う。 

 

該当なし 条番号の整理及び

記載の適正化のた

め該当しない。 

 

第５章キャプセル等の管理 

（キャプセル等の製作） 

第２３条 技術課長は、キャプセル等を設計及び製作する場合は、別表第３に

掲げる事項のほか、キャプセル等設計基準及びキャプセル等検査基準に従っ

て行う。 

２ 技術課長は、製作したキャプセル等の安全性に係る資料を作成し、キャプ

セル等を原子炉に挿入する前までに、当該キャプセル等の安全性について材

料試験炉部長の承認を受ける。 

7. 核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備 

7.3 使用施設の設備 

使用設備の名称 個数 仕様 

照射設備 

キャプセル照射装置 

 

1式 

（省略） 

（省略） 

水力ラビット照射装置 1基 （省略） 

OSF-1照射装置 1基 （省略） 

BOCA照射装置 1基 （省略） 

使用変更許可にお

いて照射設備を削

除し、キャプセル等

の製作をすること

がなくなったため

齟齬はない。 
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保安規定変更申請 使用変更許可 説明 

３ 材料試験炉部長は、前項の承認をしようとする場合は、環境センター長の

確認を受けたのちに、所長の承認を得る。 

４ 所長は、前項の承認をしようとする場合は、ＪＭＴＲキャプセル等審査委

員会の意見を聴く。 

 

その他の設備 

（省略） 

切断装置 

ハンドリングツール

キャプセル運搬台車 

（省略） 

 

（省略） 

2基 

1式 

1台 

（省略） 

 

（省略） 

（省略） 

（省略） 

（省略） 

（省略） 

 

 

（キャプセル等の検査） 

第２４条 原子炉課長は、キャプセル等検査基準に従って、キャプセル等の製

作過程、完成時及び受入時に検査を行う。 

 

 

7. 核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備 

7.3 使用施設の設備 

使用設備の名称 個数 仕様 

照射設備 

キャプセル照射装置 

 

1式 

（省略） 

（省略） 

水力ラビット照射装置 1基 （省略） 

OSF-1照射装置 1基 （省略） 

BOCA照射装置 1基 （省略） 

その他の設備 

（省略） 

切断装置 

ハンドリングツール

キャプセル運搬台車 

（省略） 

 

（省略） 

2基 

1式 

1台 

（省略） 

 

（省略） 

（省略） 

（省略） 

（省略） 

（省略） 

 

 

使用変更許可にお

いて照射設備を削

除し、キャプセル等

の検査をすること

がなくなったため

齟齬はない。 

（キャプセル等の挿入及び取出し） 

第２５条 照射課長は、核燃料物質を使用するキャプセル等を炉内に挿入しよ

うとする場合は、キャプセル等の表面に有害な腐食、傷痕、歪み等のないこ

とを確認する。 

２ 照射課長は、キャプセルを炉内に挿入した場合及びＯＳＦ－１キャプセル

を炉内に挿入しようとする場合は、キャプセル又はＯＳＦ－１キャプセルに

付属する機器の接続について、導通検査及び漏えい検査を行い、保安上支障

のないことを確認する。 

7. 核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備 

7.3 使用施設の設備 

使用設備の名称 個数 仕様 

照射設備 

キャプセル照射装置 

 

1式 

（省略） 

（省略） 

水力ラビット照射装置 1基 （省略） 

OSF-1照射装置 1基 （省略） 

BOCA照射装置 1基 （省略） 

使用変更許可にお

いて照射設備を削

除し、キャプセル等

の挿入及び取り出

しをすることがな

くなったため齟齬

はない。 
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保安規定変更申請 使用変更許可 説明 

３ 照射課長は、核燃料物質を使用するキャプセル等を炉内へ挿入しようとす

る場合又は炉内から取り出そうとする場合は、原子炉課長に通報する。 

 

その他の設備 

（省略） 

切断装置 

ハンドリングツール

キャプセル運搬台車 

（省略） 

 

（省略） 

2基 

1式 

1台 

（省略） 

 

（省略） 

（省略） 

（省略） 

（省略） 

（省略） 

 

 

（照射済のキャプセル等核燃料物質の引渡し） 

第２６２４条 照射課長は、照射済のキャプセル等核燃料物質を照射後試験の

ためホットラボへ引き渡そうとする場合は、ホットラボ課長の同意を得た後

に行う。 

２ 照射課長は、照射済のキャプセル等を照射依頼者に引き渡そうとする場合

は、輸送容器の表面及び表面から１ｍの線量当量率並びに表面密度を測定し、

記録する。 

 

6. 使用済燃料の処分の方法 

 

使用済燃料の

処分の方法 

照射試験に使用した照射済燃料試料は、照射後試験若しく

は詰替えのためホットラボ施設に引渡すか又は依頼者に返

却する。 

中性子束測定に使用した核燃料物質及びその他の使用目的

を終了した核燃料物質は、最終的に廃棄物として大洗研究

所の廃棄物管理施設に移送して引渡す。 

照射済核燃料物質は、ホットラボに引き渡す。 

未照射核燃料物質は、核燃料物質の集約施設へ搬出するま

で貯蔵設備に貯蔵する。 

 
 

使用変更許可にお

いて照射済核燃料

物質は、ホットラボ

に引渡すとしたた

め齟齬はない。 

（キャプセル等核燃料物質の所在管理） 

第２７２５条 技術課長は、キャプセル等核燃料物質について、受入れから照

射後引渡しまでの間、その所在の一元的把握を行う。 

２ 原子炉課長及び照射課長は、キャプセル等の受入れ、照射済核燃料物質の

引渡し又は移動をした場合は、そのつど技術課長に通知する。 

 

該当なし 使用変更許可にお

いて所在管理を行

う課室について記

載がないため該当

しない。 

第６５章 異常時の措置 

第１節 警報が作動した場合の措置 

（警報が作動した場合の措置） 

第２８２６条 原子炉課長及び照射課長は、所管する施設等に係る警報が作動

した場合は、その原因及び状況を調査し、原因の除去及び異常の拡大防止等

の措置を講じる。 

7. 核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備 

7.3 使用施設の設備 

使用設備の名称 個数 仕様 

照射設備 

キャプセル照射装置 

 

1式 

（省略） 

（省略） 

水力ラビット照射装置 1基 （省略） 

OSF-1照射装置 1基 （省略） 

使用変更許可にお

いて照射設備を削

除したため齟齬は

ない。 
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保安規定変更申請 使用変更許可 説明 

２ 原子炉課長及び照射課長は、前項の調査の結果、核燃料物質の使用に支障

を及ぼし、若しくは支障を及ぼすおそれがあると認めた場合は、相互に通報

する。 

３ 照射課長は、第１項の調査の結果、核燃料物質の使用に支障を及ぼし、若

しくは支障を及ぼすおそれがあると認めた場合、又は前項の通報を受けた場

合は、核燃料取扱主務者に通報する。 

 

BOCA照射装置 1基 （省略） 

その他の設備 

（省略） 

切断装置 

ハンドリングツール

キャプセル運搬台車 

（省略） 

 

（省略） 

2基 

1式 

1台 

（省略） 

 

（省略） 

（省略） 

（省略） 

（省略） 

（省略） 

 

 

（負圧の維持ができなくなった場合の措置） 

第２９２７条 原子炉課長は、第９７条に定める負圧の維持ができなくなった

場合は、その原因及び状況を調査し、別表第５４に掲げる維持基準値へ復旧

させるための措置を講ずる。 

２ 原子炉課長は、前項の状況が復旧しない場合は、照射課長に通報する。 

３ 照射課長は、前項の通報を受けた場合は、取扱作業及び照射試験核燃料物

質を取り扱う作業を中止する等の措置を講ずるとともに核燃料取扱主務者に

通報する。 

 

2.使用の目的及び方法 

整理番号 使用の目的 

1 照射試験 

核燃料物質の貯蔵 

2 中性子束の測定 

3 使用済み核燃料物質の貯蔵 

（省略） 

 

使用変更許可にお

いて照射試験を削

除したため齟齬は

ない。 

第２節 点検等において異常を認めた場合の措置 

（巡視及び点検等において異常を認めた場合の措置） 

第３０２８条 ＪＭＴＲ使用施設等の巡視並びに第３１２９条の２の地震又は

火災時の点検において異常を発見した者は、施設管理者又は管理区域管理者

に通報する。 

２ 施設管理者又は管理区域管理者は、前項の通報を受けた場合は、その原因

及び状況を調査し、原因の除去及び異常の拡大防止等の措置を講じる。 

３ 施設管理者又は管理区域管理者は、前項の調査の結果、その異常が核燃料

物質の使用に支障を及ぼし、又は支障を及ぼすおそれがあると認める場合は、

材料試験炉部長及び核燃料取扱主務者に通報する。 

４ 材料試験炉部長は、前項の通報を受けたとき場合は、ＪＭＴＲの保安に必

要な措置を講ずるよう指示するとともに、所長及び環境センター長に通報す

る。 

 

 

該当なし 条番号の整理及び

記載の適正化のた

め該当しない。 
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第３節 キャプセル等の異常を認めた場合の措置 

（キャプセル等の点検等において異常を認めた場合の措置） 

第３１条 照射課長は、第２５条第１項及び同条第２項の点検の結果、異常を

認めた場合は、次の各号に掲げる措置を講ずるとともに、その状況を材料試

験炉部長に報告する。 

 (1) 異常なキャプセル等と正常なキャプセル等とを区分し、識別の容易な

措置を講ずること。 

 (2) 汚染がある場合は、放射線管理第２課長と協議して放射線管理上必要

な措置を講ずること。 

２ 照射課長は、放射性ガスを放出するおそれのある破損したキャプセル等を

炉内から取り出す場合は、これを所定の容器に封入する。 

 

7. 核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備 

7.3 使用施設の設備 

使用設備の名称 個数 仕様 

照射設備 

キャプセル照射装置 

 

1式 

（省略） 

（省略） 

水力ラビット照射装置 1基 （省略） 

OSF-1照射装置 1基 （省略） 

BOCA照射装置 1基 （省略） 

その他の設備 

（省略） 

切断装置 

ハンドリングツール

キャプセル運搬台車 

（省略） 

 

（省略） 

2基 

1式 

1台 

（省略） 

 

（省略） 

（省略） 

（省略） 

（省略） 

（省略） 

 

 

使用変更許可にお

いて照射設備を削

除し、キャプセル等

の挿入及び取り出

しをすることがな

くなったため齟齬

はない。 

第４３節 地震又は火災時の措置 

（地震又は火災時の措置） 

第３１２９条の２ （変更なし） 

 

    第７６章 放射線管理 

 （管理区域の区分） 

第３２３０条 ＪＭＴＲに係る管理区域の区分は、別図に示すとおりとする。 

２ 材料試験炉部長は、照射準備室とＪＭＴＲ炉室とを結ぶトラック通路によ

り未照射核燃料物質を運搬する場合は、当該通路を当該作業に必要な時間

に限って第２種管理区域に設定する。 

 

 （放射線測定機器） 

第３３３１条 第２編第３２条第１項に規定するＪＭＴＲに係る放射線測定機

器は、別表第１３７及び別表第１４８に掲げるとおりとする。 
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 （放射線測定機器の警報装置の作動条件） 

第３４３２条 放射線管理第２課長は、別表第１５９に掲げるところにより警

報装置が作動するよう設定する。 

 

 

別表第１ 保安上重要な設備等（第３条、第１２１０条、第１４１１条関係） 

施設 設備等 

 

本体施設 

 

 

(1) キャプセル照射装置 

(2) ＢＯＣＡ照射装置 

(3) ＯＳＦ－１照射装置 

(4) 水力ラビット照射装置 

 

特定施設 

 

 

 

(1) 電源設備 

(2) 原子炉建家排気設備 

(3) 居室実験室建家排気設備 

(4) タンクヤード 

(5) ホット機械室 
 

7. 核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備 

7.3 使用施設の設備 

使用設備の名称 個数 仕様 

照射設備 

キャプセル照射装置 

 

1式 

（省略） 

（省略） 

水力ラビット照射装置 1基 （省略） 

OSF-1照射装置 1基 （省略） 

BOCA照射装置 1基 （省略） 

その他の設備 

（省略） 

切断装置 

ハンドリングツール

キャプセル運搬台車 

（省略） 

 

（省略） 

2基 

1式 

1台 

（省略） 

 

（省略） 

（省略） 

（省略） 

（省略） 

（省略） 

 

 

使用変更許可にお

いて照射設備を削

除したため齟齬は

ない。 

別表第２ 使用実施計画記載事項（第５条関係） 

記載事項 

(1) 使用の開始及び終了の期日 

(2) 使用場所（照射設備にあっては装置名） 

(3) 使用する核燃料物質の種類、性状、濃縮度及び量 

(4) 取扱いの方法（使用を終了した核燃料物質の貯蔵に関する事項並びに

照射設備にあっては照射試験の予定期間及び警報の作動条件を含む。） 
 

7. 核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備 

7.3 使用施設の設備 

使用設備の名称 個数 仕様 

照射設備 

キャプセル照射装置 

 

1式 

（省略） 

（省略） 

水力ラビット照射装置 1基 （省略） 

OSF-1照射装置 1基 （省略） 

BOCA照射装置 1基 （省略） 

その他の設備 

（省略） 

切断装置 

 

（省略） 

2基 

1式 

 

（省略） 

（省略） 

（省略） 

使用変更許可にお

いて照射設備を削

除したため齟齬は

ない。 
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ハンドリングツール

キャプセル運搬台車 

（省略） 

1台 

（省略） 

（省略） 

（省略） 

 

 

別表第３ 照射設備の使用上の制限値（第７条、第２３条関係） 

装置名 

 

核燃料物質挿入限度量 

２３５Ｕ量 ２３９Ｐｕ、２３３Ｕ及びＴｈ

の総量 

キャプセル照射装置 １００ｇ（１本当たり） ５０ｇ（１本当たり） 

ＢＯＣＡ照射装置及

び 

ＯＳＦ－１照射装置 

１６ｇ（１本当たり） 

 

使用しない 

 

水力ラビット照射装

置 

２０ｇ（同時に照射する

試料当たり） 

２０ｇ（同時に照射する試

料当たり） 

注記：(1) Ｔｈの挿入限度量は、中性子照射により生成される２３３Ｕ量に換

算する。 

   (2) ＢＯＣＡ照射装置を使用して、再照射試験を行う照射済燃料は

、最大燃焼度１１０ＧＷｄ／ｔ－Ｕ、冷却日数１８０日相当の

放射能量のものとする。 

   (3) ＯＳＦ－１照射装置の２３５Ｕの核燃料物質挿入限度量は、ＢＯ

ＣＡ照射装置の核燃料物質挿入限度量に依存する。 

   (4) キャプセル等の挿入、取出、引渡しにあたっては、一度に取扱

う核燃料物質（２３３Ｕ、２３５Ｕ及び２３９Ｐｕに限る。）の合計質

量が核的制限値である２．６ｋｇを超えないこと。 
 

7. 核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備 

7.3 使用施設の設備 

使用設備の名称 個数 仕様 

照射設備 

キャプセル照射装置 

 

1式 

（省略） 

（省略） 

水力ラビット照射装置 1基 （省略） 

OSF-1照射装置 1基 （省略） 

BOCA照射装置 1基 （省略） 

その他の設備 

（省略） 

切断装置 

ハンドリングツール

キャプセル運搬台車 

（省略） 

 

（省略） 

2基 

1式 

1台 

（省略） 

 

（省略） 

（省略） 

（省略） 

（省略） 

（省略） 

 

 

使用変更許可にお

いて照射設備を削

除したため齟齬は

ない。 

別表第４３ 核燃料物質の貯蔵の制限値（第２２２３条関係）（変更なし） 

 

別表第５４ 負圧の維持基準（第９７条、第２９２７条関係）（変更なし） 
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別表第６５ カナル水の水質維持基準（第１１９条関係） 

項目 維持基準値 

炉プール、及びカナル及びＳＦＣプー

ルの水質 

 

(1) 電気伝導率 ２μＳ／ｃｍ

以下 

(2) ｐＨ ５．５～７．０ 
 

7. 核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備 

7.2 使用施設の構造 

使用施設の名称 構造 床面積 設計仕様 

原子炉建家 （省略） （省略） （省略） 

原子炉建家２階 

原子炉制御室 

（省略） （省略） 

原子炉建家１階 

各照射設備機器等設

置スペース 

ＣＦ制御室 

ＣＦ室 

（省略） （省略） 

原子炉建家地下１階 

各照射設備機器等設

置スペース 

（省略） 

原子炉建家地下２階 

低圧配電盤、ダクトス

ペース等 

（省略） 

原子炉建家地下３階 

各照射設備機器等設

置スペース 

（省略） 

炉プール （省略） （省略） （省略） 

カナル （省略） （省略） （省略） 

居室実験室建家 （省略） （省略）  

ホット実験室 （省略） 

放射線管理室 （省略） 

Ｘ線装置室 （省略） 

照射準備室建家 （省略） （省略） （省略） 

機械室建家 （省略） （省略） （省略） 
 

使用変更許可の記

載に合わせ炉プー

ル及びカナルに変

更したため齟齬は

ない。 
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別表第７ 照射設備の使用開始前の点検（第１３条関係） 

装置 点検項目 

キャプセル照射装置 

 

(1) 電源の確認 

(2) ガス供給の確認 

ＢＯＣＡ照射装置 

 

(1) 電源の確認 

(2) 純水及びガス供給の確認 

ＯＳＦ－１照射装置 

 

 

(1) 電源の確認 

(2) 純水及びガス供給の確認 

(3) ＵＣＬの確認 

水力ラビット照射装置 

 

(1) 電源の確認 

(2) 純水及びガス供給の確認 
 

7. 核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備 

7.3 使用施設の設備 

使用設備の名称 個数 仕様 

照射設備 

キャプセル照射装置 

 

1式 

（省略） 

（省略） 

水力ラビット照射装置 1基 （省略） 

OSF-1照射装置 1基 （省略） 

BOCA照射装置 1基 （省略） 

その他の設備 

（省略） 

切断装置 

ハンドリングツール

キャプセル運搬台車 

（省略） 

 

（省略） 

2基 

1式 

1台 

（省略） 

 

（省略） 

（省略） 

（省略） 

（省略） 

（省略） 

 

 

使用変更許可にお

いて照射設備を削

除したため齟齬は

ない。 

別表第８ 照射設備の停止後点検（第１５条関係） 

装置 点検項目 

キャプセル照射装置 (1) 電源断 

ＢＯＣＡ照射装置 

 

(1) ポンプ停止 

(2) 電源断 

ＯＳＦ－１照射装置 

 

(1) ポンプ停止 

(2) 電源断 

水力ラビット照射装置 

 

(1) ポンプ停止 

(2) 電源断 
 

7. 核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備 

7.3 使用施設の設備 

使用設備の名称 個数 仕様 

照射設備 

キャプセル照射装置 

 

1式 

（省略） 

（省略） 

水力ラビット照射装置 1基 （省略） 

OSF-1照射装置 1基 （省略） 

BOCA照射装置 1基 （省略） 

その他の設備 

（省略） 

切断装置 

ハンドリングツール

キャプセル運搬台車 

（省略） 

 

（省略） 

2基 

1式 

1台 

（省略） 

 

（省略） 

（省略） 

（省略） 

（省略） 

（省略） 

 

 

使用変更許可にお

いて照射設備を削

除したため齟齬は

ない。 
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別表第９ 削除 

 

別表第１０ 削除 

 

別表第１１ 削除 

 

別表第１２６ 核燃料物質の年間予定使用量（第２０２２条関係) （変更なし） 

 

別表第１３７ 放射線測定機器の測定箇所及び使用方法（第３３３１条関係） 

（変更なし） 

 

別表第１４８ 放射線測定機器の設置箇所及び使用方法（第３３３１条

関係) （変更なし） 

 

別表第１５９ 放射線測定機器の警報装置の作動条件（第３４３２条関係） 

（変更なし） 

 

別図（その１）（変更なし） 
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図7.1-11 居室実験室建家1階平面図 使用変更許可では、

Ｘ線装置室削除に

伴い()書きで記載

しているため齟齬

はない。 
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図7.1-12 照射準備室建家平面図 使用変更許可では、

Ｘ線装置室削除に

伴い()書きで記載

しているため齟齬

はない。 

別図（その４）～別図（その１３） （変更なし）   

 


